
　　　社会福祉法人長崎県社会福祉協議会 評議員名簿

任期

評議員２２名（定数１５名～２２名）

該当条項 選出基準 所　　属　　名 役職名 氏　　名 備　考

長崎県すこやか長寿財団 常務理事 古 川 敬 三
フ ル カ ワ ケ イ ゾ ウ

長崎県母子寡婦福祉連合会 副理事長 岸 川
キ シ カ ワ

順 子
ジ ュ ン コ

長崎県地域婦人団体連絡協議会 会 長 兒 玉
コ ダ マ

涼 子
リ ョ ウ コ

長崎県里親会 副会長 高 松
タ カ マ ツ

隆
リュウ

介
スケ

長崎県知的障がい者福祉協会 副会長 芦塚
アシヅカ

　泰三
タイゾウ

長崎県児童養護施設協議会 会 長 峯
ミネ

　真
マ

保
ホ

史
シ

長崎県身体障害児者施設協議会 会 長 佐藤
サ ト ウ

　正明
マサアキ

長崎県社会就労センター協議会 副会長 志
シ

 賀
ガ

 正
マサ

 幸
ユキ

長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会 長 辻
ツジ

敏 子
ト シ コ

長崎県身体障害者福祉協会連合会 会 長 上 田
ウ エ ダ

崇 仁
タ カ ヒ ト

長崎県介護福祉士会 副会長 堀 部
ホリベ

和 貴
カズタカ

新任

長崎県社会福祉士会 事務局長 柴 田
シバタ

祐 成
ユウセイ

新任

長崎県保護司会連合会 事務局長 舩
フナ

津
ツ

和 雄
カ ズ オ

長崎県福祉保健部福祉保健課 課 長 川 村
カ ワ ム ラ

喜 実
ヨ シ ミ

長崎県福祉保健部長寿社会課 課 長 中 村
ナ カ ム ラ

直 輝
ナ オ キ

長崎県県民生活環境部県民生活環境課 課 長 立 石
タ テ イ シ

寿 裕
ト シ ヒ ロ

長崎県看護協会 副会長 井口
イ グ チ

恵美子
エ ミ コ

川崎清老人福祉基金 理 事 川
カワ

崎
サキ

綾
アヤコ

子

日本放送協会長崎放送局放送部ｺﾝﾃﾝﾂｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 飯 沼
イ イ ヌ マ

智
サトシ

長崎新聞社メディアビジネス局事業センター ｾﾝﾀｰ長 本 田
ホンダ

勇 二
ユウジ

新任

令和7年6月24日から

令和11年6月に予定する定時評議員会の

終結の時まで

規程第2条
第1項第1号

公私社会福祉事
業及び更生保護
事業を目的とす
る施設団体並び
にその従事者の
代表者。ただ
し、代表者の選
任が困難な場合
は、それに代わ
る者。

   １２名以内

規程第2条
第1項第2号

民生委員、児童委
員、保護司等の社
会奉仕者の代表
者。ただし、代表
者の選任が困難な
場合は、それに代
わる者。１名

規程第2条
第1項第3号

郡、市、町社会
福祉協議会の関
係者。１名

長崎県市町社会福祉協議会連絡協議会 副会長 河 野
コウ　ノ

一 郎
イチロウ

春田
ハ ル タ

さつき

規程第2条
第1項第6号

学識経験者
　　３名以内

規程第2条
第1項第4号

社会福祉関係公
務員及び社会福
祉に関係のある
団体の代表者。
ただし代表者の
選任が困難な場
合は、それに代
わる者。
４名以内

規程第2条
第1項第5号

社会福祉を支援す
る企業、団体の代
表者。ただし、代
表者の選任が困難
な場合は、それに
代わる者。１名

生活協同組合　ララコープ 会 長


